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中国における個人所得税の源泉徴収税手数料申請 

中国の個人所得税法上、源泉徴収者は税務機関への申請により納付した個人所得税（源泉徴収税額）

の一部が手数料として支給されますが、この源泉徴収手数料の法令上の規定関係や、北京市及び天津

市の制度を例として申請期間及び会計・税務上の処理方法についてご案内いたします。また、お客様

から日本の「年末調整」制度と混合されているお問い合わせを頂くケースがいくつかございましたの

で、その違いについても解説いたします。 

 

１．源泉徴収手数料に関する法令上の規定 

個人所得税の源泉徴収義務者は、申請手続

きを行うことにより納付した個人所得税（源

泉徴収税額）の 2％に相当する源泉徴収手数

料の支給を受けることができます（個人所得

税法第 11 条）。受給を受けた源泉徴収手数料

は源泉徴収業務を円滑におこなった財務担当

者の奨励金として使用することができる（個

人所得税代扣代繳暫行弁法第 17 条）と規定

しています。但し、税務機関が検査の結果、

申告納付した個人所得税の納税不足が発覚し、

追加納付が発生したような場合は手数料支給

の対象とはなりません（同法同条）。  

 当該制度は、確実に税徴収を行うため源泉

徴収納税の奨励を目的に設けられた制度であ

り、源泉徴収納税義務者に与えられた特典と

言えます。  

なお、当該源泉徴収手数料の使途について、

規定上は財務担当者の奨励金として使用「で

きる」とされていますが、あくまでも任意規

定であり、具体的な使用使途は源泉徴収義務

者たる企業が判断すればよいものとなります。 

 

２．申請期間 

（１）北京市の場合  

2015 年度の北京市朝陽区における手続

きの例は以下の通りです。 

申請受理期間：2015 年 4 月 1 日～4 月 30

日 

申請対象期間：2014 年 1 月 1 日～12 月

31 日の間に源泉徴収納税し

た個人所得税  

  なお、対象期間以前の期間について源泉

徴収手数料の申請請求をしていない場合

は、実務上、過去 3 年分遡って申請をする

ことが可能（2015 年に申請した場合、2012

年～2014 年の源泉徴収手数料）ですが、

税務局担当者に個別に交渉をする必要が

あります。  

 

（２）天津市の場合  

天津市の代表的な地区における受理期間

は、和平区及び東麗区は 1 月、 4 月、7 月、

10 月に申請受付をしており、西青区及び経

済技術開発区 (TEDA)の場合は 1 年を通して

申請受付をしています。また、各区におけ

る申請対象期間は以下の通りです（カッコ

内は 2016 年 4 月に申請した場合の対象期

間）。  

和平区：申請月から遡って 36 ヶ月分  

（2013 年 4 月～2016 年 3 月納税分）  

東麗区：和平区と同様  

西青区：申請月から遡って 35 ヶ月又は 34

か月分（2013 年 5 月又は 6 月～2016 年 3 月

納税分）  

開発区：申請年から遡って 3 年分  

（2013 年 1 月～2015 年 12 月納税分）  

 



上記申請から源泉徴収手数料の受給まで

の所要期間は、早ければ 2～3 ヶ月後ですが、

6 か月以上要することもあります。  

 

３．会計・税務上の処理 

（１）会計上の処理 

源泉徴収手数料の受給を受けた場合の会

計上の処理について、財行[2005]365 号第 6

条第 6 項では収益計上することとされてい

ます。 

（借方）預金      ××× 

 （貸方）その他業務収入  ××× 

 

（２）税務上の処理 

源泉徴収手数料の課税上の取り扱いは、

北京市及び天津市では、営業税の課税取引

として営業税及び附加税が課税され、また、

企業所得税法上も売上として課税対象とさ

れています。 

なお、源泉徴収手数料について営業税の

課税対象とされることについて、北京市で

は通知（京地税営[2014]156 号）により明

確に規定されていますが、国家レベルでの

法令・通知には明確な規定がありません。

天津市では、国税発[1993]149 号第 7 条に

基づく営業税課税取引となるサービス取引

とに該当すると解釈して課税対象と実務上

判断するケースが多いのが現状です。 

なお、営業税について少額な取引の場合

免税となる措置が設けられており、具体的

には営業税課税取引が 2 万元以下の営業税

納税人に対して営業税が免除さます。（財税

[2013]52 号）。更に 2014 年 10 月から 2017

年 12 月 31 日の期間に限り、当該免税とな

る取引金額が 3 万元以下に拡充されていま

す（財税[2014]71 号、財税[2015]99 号）。 

このため、増値税課税業者で他に営業税

課税売上高がなく、上記免税条件を満たす

場合には、源泉徴収手数料に対して営業税

が課されることはありません。  

４．日本の年末調整との違い  

源泉徴収手数料は申請により税務当局より

支給を受けることができるため、納付した個

人所得税の一部が還付されると誤解しがちで

すが、上記説明の通り、当該制度は税収確保

を目的に源泉徴収納税制度の確実な執行を促

進する観点から源泉徴収義務者への報償とし

て設けられた制度であり、給与所得者につい

て各個人の年間の所得に係る税金清算を給与

支払者側が簡便的に代行する日本の年末調整

制度とは根本的に異なる制度となります。 

日本の年末調整は、個人の毎月の給与を基

に源泉納付した税額について、年間所得を基

礎に計算した年税額と源泉徴収税額との差額

を清算する制度です。年税額＞その年の源泉

徴収合計額であればその不足額が追加徴収さ

れ、年全額＜その年の源泉徴収合計額であれ

ばその超過額が還付される仕組みです。 

なお、中国の給与所得に対する個人所得税

は月ごとに確定するため、年間所得金額での

再計算は不要であり、日本の年末調整の制度

に類似する制度は存在しません。 

 

５．まとめ 

 上記の通り源泉徴収手数料は、源泉徴収義

務者からの申請により需給を受けることがで

きるため、忘れず手続をされることをお勧め

します。また、当該源泉徴収手数料の使途は

受給者たる会社で独自に決定することができ

るため（制度上は上記の通り財務員の研修費

や奨励金としての使用を推奨しています。）、

当該源泉徴収手数料を原資として有効な資金

活用をご検討されてはいかでしょうか。 

 

以上 


